
第209号 （４）鎌 ケ 谷 市 議 会 だ よ り

各
会
派
の
代
表
者
が
市
長
の
提
出

議
案
に
対
し
て
、
質
疑
し
ま
し
た

議
案
に
対
す
る
質
疑

議
案
に
対
す
る
質
疑

令和７年２月15日

（お知らせ）次の議会だよりは、５月15日（木）発行予定です
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○
議
案
第
１
号

問　

条
例
改
正
に
至
っ
た
背
景
及

び
改
正
の
内
容
を
伺
い
ま
す
。

答　

国
は
、
２
０
５
０
年
ま
で
に

カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
を
達
成

し
、
２
０
３
０
年
度
ま
で
に
温
室

効
果
ガ
ス
を
２
０
１
３
年
度
と
比

較
し
て
46
％
削
減
す
る
こ
と
を
目

指
し
て
い
る
た
め
、
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
量
の
約
３
割
を
占
め
る
建
築

物
分
野
で
の
取
組
が
急
務
と
な
っ

て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
住
宅
建
築

物
の
省
エ
ネ
対
策
を
強
力
に
進
め

る
た
め
の
脱
炭
素
社
会
の
実
現
に

資
す
る
た
め
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る

法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

が
令
和
４
年
６
月
17
日
に
公
布
さ

れ
、
令
和
７
年
４
月
１
日
に
施
行

さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
条
例
を
改

正
す
る
も
の
で
す
。

　

そ
の
内
容
は
、
原
則
全
て
の
建

築
物
に
対
し
て
省
エ
ネ
基
準
の
適

合
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
た
め
、
そ

の
適
合
性
判
定
手
数
料
等
を
新
設

す
る
と
と
も
に
、
建
築
確
認
審
査

範
囲
の
見
直
し
や
構
造
審
査
対
象

の
拡
大
等
に
よ
り
、
建
築
確
認
申

請
の
審
査
時
間
等
が
増
加
す
る
た

め
、
確
認
申
請
手
数
料
等
を
改
正

す
る
も
の
で
す
。

○
議
案
第
３
号

問　

特
定
健
康
診
査
等
負
担
金
が

自
主
返
還
と
な
っ
た
経
緯
を
伺
い

数
料
額
と
同
様
と
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
市
民
へ
の
影
響
は
、
原

則
全
て
の
建
築
物
へ
の
省
エ
ネ
基

準
の
適
合
義
務
づ
け
や
、
構
造
審

査
の
強
化
の
ほ
か
、
手
数
料
の
対

象
の
拡
充
や
手
数
料
の
額
の
改
定

に
伴
う
負
担
増
な
ど
が
挙
げ
ら
れ

ま
す
。

○
議
案
第
４
号

問　

布
施
学
校
組
合
の
解
散
に
伴

い
必
要
と
な
る
関
係
地
方
公
共
団

体
に
お
け
る
主
な
協
議
内
容
及
び

本
市
や
市
民
へ
の
影
響
等
を
伺
い

ま
す
。

答　

協
議
内
容
は
、
千
葉
県
市
町

村
総
合
事
務
組
合
を
組
織
す
る
地

方
公
共
団
体
の
一
つ
で
あ
る
布
施

ま
す
。

答　

国
民
健
康
保
険
で
は
40
歳
か

ら
74
歳
ま
で
の
被
保
険
者
に
年
１

回
、
生
活
習
慣
病
予
防
の
た
め
の

特
定
健
康
診
査
の
結
果
に
よ
り
生

活
習
慣
病
の
リ
ス
ク
が
高
い
方
に

特
定
保
健
指
導
を
案
内
し
、
生
活

習
慣
改
善
の
た
め
の
相
談
を
実
施

し
て
い
ま
す
。
そ
の
費
用
は
、
国

と
千
葉
県
が
３
分
の
１
ず
つ
を
負

担
し
て
い
ま
す
が
、
令
和
５
年
度

中
の
特
定
保
健
指
導
の
実
施
過
程

に
お
い
て
、
本
来
、
特
定
保
健
指

導
は
本
人
と
面
接
し
、
３
か
月
後

に
実
績
評
価
す
べ
き
と
こ
ろ
、
電

話
で
の
相
談
の
み
で
面
接
に
至
っ

て
い
な
か
っ
た
事
例
や
生
活
改
善

の
目
標
が
具
体
的
に
設
定
で
き
て

い
な
か
っ
た
も
の
な
ど
、
負
担
金

の
要
件
を
満
た
さ
な
い
も
の
が
含

ま
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
ま
し

た
。
こ
の
た
め
、
令
和
５
年
度
の

集
計
内
容
を
見
直
す
と
と
も
に
、

令
和
６
年
４
月
に
千
葉
県
に
過
年

度
の
負
担
金
も
見
直
し
が
必
要
と

な
っ
た
こ
と
を
報
告
し
、
過
去
５

年
間
の
特
定
保
健
指
導
の
実
施
内

容
を
自
主
点
検
し
た
結
果
、
国
と

千
葉
県
か
ら
交
付
さ
れ
た
負
担
金

総
額
１
億
３
千
35
万
円
の
う
ち
、

各
年
度
28
万
円
か
ら
86
万
円
の
合

計
309
万
８
千
円
を
国
と
千
葉
県
に

自
主
返
還
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。

○
議
案
第
１
号

問　

手
数
料
の
算
定
根
拠
及
び
市

民
へ
の
影
響
を
伺
い
ま
す
。

答　

国
か
ら
示
さ
れ
て
い
る
申
請

○
議
案
第
２
号

問　

ス
ポ
ー
ツ
施
設
維
持
補
修
事

業
の
設
計
変
更
後
の
補
正
額
の
内

訳
を
伺
い
ま
す
。

答　

内
訳
は
、
ア
リ
ー
ナ
棟
の
照

明
及
び
仮
設
足
場
の
計
画
の
見
直

し
や
街
灯
Ｌ
Ｅ
Ｄ
照
明
改
修
の
追

加
な
ど
に
よ
る
設
計
内
容
の
変
更

分
が
約
４
千
800
万
円
、
Ｌ
Ｅ
Ｄ
単

価
や
人
件
費
の
増
額
な
ど
の
物
価

高
騰
の
影
響
の
ほ
か
千
葉
県
公
共

○
議
案
第
５
号

問　

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
三
山

園
の
今
後
の
経
営
形
態
及
び
利
用

者
や
職
員
は
ど
う
な
る
の
か
伺
い

ま
す
。

答　

各
構
成
市
に
お
い
て
三
山
園

に
係
る
本
議
案
の
議
決
後
に
四
市

複
合
事
務
組
合
で
必
要
な
手
続
を

経
た
う
え
で
、
令
和
７
年
４
月
１

日
に
社
会
福
祉
法
人
に
事
業
が
譲

渡
さ
れ
、
他
の
民
間
施
設
と
同
様

に
、
入
所
者
の
利
用
料
や
介
護
報

酬
、
国
等
の
補
助
金
等
で
運
営
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
た

め
、
令
和
７
年
度
以
降
は
、
各
構

成
市
が
負
担
し
て
い
た
分
賦
金
は

建
築
工
事
積
算
基
準
の
改
定
に
伴

う
経
費
の
増
額
分
が
約
３
千
200
万

円
で
す
。

全
て
な
く
な
り
、
他
の
民
間
施
設

と
同
様
に
船
橋
市
の
指
導
監
査
が

行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
三
山
園
の
現
在
の
入
所

者
が
継
続
を
希
望
す
る
場
合
に
は

移
譲
先
法
人
と
の
契
約
に
よ
り
入

所
を
継
続
で
き
る
見
込
み
で
す
。

四
市
複
合
事
務
組
合
で
は
、
利
用

者
及
び
そ
の
家
族
へ
の
影
響
を
最

小
限
に
し
、
今
後
の
安
定
的
な
運

営
を
図
る
た
め
、
職
員
の
移
譲
先

法
人
で
の
雇
用
継
続
の
働
き
か
け

を
行
い
、
で
き
る
限
り
全
職
員
の

継
続
雇
用
の
意
向
を
相
手
方
か
ら

受
け
て
い
ま
す
。

に
対
す
る
審
査
事
務
の
所
要
時
間

数
に
基
づ
き
、
基
準
算
定
仕
様
及

び
延
べ
面
積
に
応
じ
て
手
数
料
額

を
算
定
し
て
お
り
、
千
葉
県
の
手

立

憲

民

主

党
津
久
井
　
清
氏

学
校
組
合
が
令
和
７
年
３
月
31
日

付
で
解
散
し
、
千
葉
県
市
町
村
総

合
事
務
組
合
を
脱
退
す
る
こ
と
に

伴
い
、
地
方
自
治
法
第
286
条
第
１

項
の
規
定
に
よ
り
、
千
葉
県
市
町

村
総
合
事
務
組
合
を
組
織
す
る
地

方
公
共
団
体
の
数
の
減
少
及
び
同

組
合
規
約
の
変
更
に
つ
い
て
協
議

す
る
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
本
市
や
市
民
へ
の
影
響

等
は
、
布
施
学
校
組
合
が
千
葉
県

市
町
村
総
合
事
務
組
合
の
共
同
処

理
団
体
か
ら
脱
退
し
団
体
数
が
減

少
し
ま
す
が
、
各
共
同
処
理
事
業

に
係
る
市
町
村
負
担
金
の
単
価
な

ど
、
算
定
方
法
に
変
更
は
な
く
影

響
は
あ
り
ま
せ
ん
。

議案番号等 件　　　　　　　名 審議結果
議案第１号 鎌ケ谷市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決 全会一致
議案第２号 令和６年度鎌ケ谷市一般会計補正予算（第５号） 原案可決 全会一致
議案第３号 令和６年度鎌ケ谷市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 原案可決 全会一致
議案第４号 千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び千葉県市町村総合事務組合規約の変更に関する協議について 原案可決 全会一致
議案第５号 四市複合事務組合の共同処理する事務の変更及び四市複合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について 原案可決 全会一致
議案第６号 鎌ケ谷市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決 賛成多数
議案第７号 鎌ケ谷市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決 賛成多数
議案第８号 鎌ケ谷市職員の給与に関する条例及び鎌ケ谷市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決 全会一致
議案第９号 令和６年度鎌ケ谷市一般会計補正予算（第６号） 原案可決 賛成多数
議案第10号 令和６年度鎌ケ谷市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 原案可決 全会一致
議案第11号 令和６年度鎌ケ谷市介護保険特別会計補正予算（第２号） 原案可決 全会一致
議案第12号 令和６年度鎌ケ谷市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 原案可決 全会一致
諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 適　　任 全会一致
陳情6-12-1 政党機関紙の庁舎内勧誘が庁舎管理規則の禁止行為であることの確認を求める陳情 不 採 択 賛成なし

令和６年12月会議の審議結果一覧

※審議の詳細な内容については、２月中旬に市議会ホームページに掲載される会議録をご覧ください。

　

令
和
７
年
１
月
28
日
に
、
鎌
ケ
谷
市
議
会
の
本
会
議
場
に
お
い
て
「
子

ど
も
議
会
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
中
学
生
が
議
員
と
な
り
、
鎌
ケ
谷
市

の
魅
力
で
あ
る
梨
の
発
信
や
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
に
関
す
る
こ
と
な
ど
様
々

な
質
問
が
活
発
に
行
わ
れ
ま
し
た
。

子
ど
も
議
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た

子
ど
も
議
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た

副議長副議長

議長議長


